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第 1 章 循環を基調 と する経済社会システムの実現

構築

【 1 廃棄物減量化 と リ サイ ク ル 】

( 1 ) 廃棄物の発生抑制 減量化 ･

0循環型社会づ く り への取組

再資源化の推進

｢鳥取県循環型社会推進本部｣ の も と に 、 全

庁的 に循環型社会づ く り を推進 してい く 。

(循環型社会推進課)

0みんなで取組む ｢ 4 つの R ｣ 推進事業

県民一人ひ と り が 、 大量消費 、 大量廃棄に 慣

れた生活様式を環境に配慮 し た生活様式に転

換 し 、 日 ごろ の生活の 中 で ごみの減量化 リ サ

イ ク ルに取 り 組め る環境づ く り を行 う

ア 推進体制の整備

(ァ) リ サイ ク ル関連 情報の提供

ホー ムページを活用 し 、 イ ベン ト 情報 、

再生品 情報 、 リ サイ ク ルマーケ ッ ト 情報 、

エ コ シ ョ ッ プ 情報等 リ サイ ク ル関連情報

の提供を行 う 。

( イ ) リ サイ ク ル推進員の活動推進

県で認定 し た リ サ イ ク ル推進員 を対象

に 、 活動状況、 指導方法等の意見交換を行

う と と も に 、 リ サイ ク ルに関する勉強会を

開催する 。

( ウ ) 容器包装 リ サイ ク ル法等の推進

容器包装 リ サイ ク ル法及び家電 リ サイ

ク ル法が 円滑に施行 さ れ る よ う 情報公開 、

普及啓発を行 う

ごみの減量化 ･ リ サイ ク ルの実践の推進

(ァ) エ コ シ ョ ッ ブの普及促進

エ コ シ ョ ッ プの活性化を図 る た め 、 エ コ

シ ョ ッ ブ協議会の開催 、 消費者ア ンケー ト

の実施、 新聞折込みチラ シを活用 した普及

啓発広告の実施等を行っ てい く 。

( イ ) リ サイ ク ルマーケ ッ ト の開催支援

住民団体等が行 う リ サイ ク ルマーケ ッ

イ

(住宅環境課)

0グ リ ー ン購入の推進

平成 1 3 年度に制定 した ｢鳥取県グ リ ー ン購

入基本方針｣ に基づき 、 ｢平成 1 4 年度鳥取県

グ リ ー ン購入調達方針｣ を策定 し 、 取組内容を

強化 し推進する 。 (環境管理推進課)

0鳥取県グ リ ー ン商品認定制度の創設

廃棄物や間伐材等を原料に県内で製造 ･ 販売

さ れる環境配慮商品について 、 県が独 自 に定め

る 基準に適合 した商品 を認定す る 制度 を創設

する 。 適合 した商品 について 、 県は購入を推進

する と と も に 、 消費者等に対 して紹介 してい く 。

(環境管理推進課)

0建設 リ サイ ク ル推進

建設 リ サイ ク ル法の施行に伴い 、 鳥取県建設

リ サイ ク ル指針を策定 した。 そ の 中で 、 県事業

にお け る 平成 1 7 年度 の特定建設資材廃棄物

卜 の開催に対 し経費の一部を助成する 。

(補助率 2 分の 1 )

( ウ ) マ イ ･ バ ッ グ ･ キ ャ ンペー ン事業の実施

エ コ シ ョ ッ プにおいて一定回数以上 レ

ジ袋を辞退 した場合、 特典 と して抽選で記

念品 を進呈する事業を実施する 。

ウ 県民の意識啓発

(ァ) リ サイ ク ルフ ェ アの開催

企業等の 出展に よ る リ サイ ク ル技術の

紹介 、 日 用雑貨等の再生見本市 、 住民参加

の リ サイ ク ルマーケ ッ ト 、 修理コ ーナーな

ど リ サイ ク ルを テーマ と し たイ ベ ン ト を

実施する 。

( イ ) ごみ と 遊ぼ う イ ン夏休みの開催

小学校 5 、 6 年生を対象に 、 ごみを出 さ

ない生活様式の実践、 日 常生活の 中で行 う

ごみの適正な扱い方 (分別排出等) の実践

な ど 、 ごみについて考え 、 体験する学習塾

を開催する 。 (循環型社会推進課)

0下水汚泥処理総合計画の運用

平成 1 0 年度 に策定 し た下水汚泥処理総合

計画に基づき 、 関係課 と 連携を図 り なが ら広域

的汚泥処理に関する市町村指導を行 う 。
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( コ ン ク リ - ト ･ ァスフ ァ ノレ ト ･ 木材) の再資源化の 目 標値

を次記の よ う をこ定めてい る 。 (管理課)

表 34 特定建設資材廃棄物再資源化率の 目標

コンクリート塊 1 00

アスファル ト ･ コ ンク リー ト塊 1 00

建設発生木材 75

0食品 リ サイ ク ルモデル整備事業

食品産業等か ら排出 さ れ る食品廃棄物等を

効率的に処理 し 、 高度利用 を図 る ため 、 食品廃

棄物の リ サイ ク ル を実施す る 事業者が行 う リ

サイ ク ル施設 (堆肥化施設) の整備に対 し助成

する 。 (農政課)

0農業用廃棄物適正処理推進事業

農業用廃プラ ス チ ッ ク の適正処理を推進す

る た め 、 農家への普及啓発に取組む と と も に 、

地域におけ る適正処理促進活動を推進する 。

(農政課)

0環境にや さ し い農業総合推進事業

｢持続性の高い農業生産方式の導入の促進に

関す る 法律｣ 、 ｢家畜排せつ物の適正及び利用

に関する法律｣ の施行に伴い、 地域資源であ る

家畜排泄物の堆肥化に よ る 土づ く り の推進 を

図 る ため 、 畜産農家 と耕種農家の連携を基本に 、

処理施設整備や流通 ･ 利用対策等を総合的に実

施する 。

ア 湖山池周辺施肥削減対策

湖 山池付近の集落で 、 水 田 の施肥削減

技術を広域的に実。正す る 。

イ 推進指導対策

堆肥の生産 ･ 利用 の総合的な推進を図 る

ため 、 農業改良普及所を 中心に堆肥の品質

に合っ た技術指導や啓発を行 う 。

ウ 堆肥等利用促進対策

地域毎の堆肥利用設備システ ムの整備

工 鳥取県堆肥等処理施設緊急整備事業

家畜排せつ物の堆肥化処理を行 う 施設

の設置に対 し助成する 。 (農政課)

0資源循環型畜産確立推進指導事業

｢家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律｣ の管理基準に即 した家畜排せ

つ物の適正管理について畜産農家の巡回指導

等を行 う と と も に 、 9 月 か ら 県内 1 5 ヶ 所で水

質 ･ 臭気検査を実施 し 、 検査結果に基づ く 指導

を強化する 。

ま た 、 堆肥生産技術の向上、 耕種農家 と の交

流を 目 的に した堆肥共励会を開催する 。

(畜産課)

0廃棄物焼却灰溶融ス ラ グの活用方法の検討

今後 、 ダイ オキ シン類の削減、 最終処分場の

延命化等を図 る た め 、 焼却灰溶融固化施設の整

備が進む も の と 思われる 。 こ のため 、 溶融固化

に よ っ て で き た ス ラ グの有効活用 に よ り 最終

処分場の延命化、 資源の再利用 を推進する ため 、

溶融ス ラ グの県内での具体的 な活用方策につ

いて検討を行 う 。 (循環型社会推進課)

0廃棄物処理計画につ いて

平成 1 2 年 6 月 の ｢廃棄物の処理及び清掃に

関する 法律｣ の改正を受 け 、 平成 1 3 年 7 月 、

従来の産業廃棄物処理計画か ら 、 一般廃棄物 も

含めた鳥取県廃棄物処理計画を策定 した。 今後 、

本計画に基づき 、 適正処理の確保を前提に 、 廃

棄物の減量化、 資源化に重点を置いた各種施策

の推進に努め る 。 (循環型社会推進課)

0ゼ ロ ･ エ ミ ッ シ ョ ン調査事業

工業団地等に新た な推進組織の立ち上げを

図 る と と も に 、 組織の 円滑な運営を図 る た め 、

側面支援 (指導 ･ 助言等) を実施する 。

(産業開発課)

( 2 ) 廃棄物適正処理の推進

○産業廃棄物処理対策につ いて

産業廃棄物の適正処理の推進を図 る ため 、 廃

棄物処理計画を基に各種の施策を推進する 。

ア 事業者、 処理業者への指導 ･ 監督

事業者及び処理業者に対 し 、 排出事業者

処理責任の明確化、 排出量の抑制及び適正

処理の推進について 、 指導 ･ 監督を行 う 。

イ 排出事業者に 、 減量化 、 再資源化の推進

及び適正処理の確保等についての助言 、 指

導、 監督の強化を図 り 、 産業廃棄物の適正

処理を推進する 。

ウ 処理業者等が行 う 処理施設の設置及び

維持管理に対す る適正な指導を行 う と と

も に 、 搬入産業廃棄物の厳正な管理を図 る 。

エ 医療廃棄物の適正処理対策

｢鳥取県医療廃棄物適正処理指針｣ に基

づき 、 医療廃棄物の適正処理に努め る 。

オ 産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物

中間処理施設の適正処理対策

本年度中 に ｢産業廃棄物最終処分場の構

造指針及び維持管理指針｣ 及び ｢産業廃棄

物 中 間処理施設の構造指針及び維持管理

指針｣ の見直 し を行 う こ と と してお り 引
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き続き 、 よ り 安全な産業廃棄物処理施設の 【 2 大気環境の保全 】

確保に努めてい く 。

力 多量排出事業者に対する指導 ○大気汚染の防止

廃棄物の発生抑制 、 適正処理のための処

理計画の策定に 向 け た指導マ ニ ュ アルに

基づき 、 多量排出事業者には 、 処理計画の

提出 を求め る 。

キ 不法投棄対策の推進

｢産業廃棄物不法投棄監視員｣ を 4 市及

び 日 南町に各 2 名 、 他町村に 1 名 設置 して

お り 、 月 に 2 日 間 、 担 当市町村区域のパ ト

ロ ール活動に 当 た っ てい る 。

後 を絶たない不法投棄の撲滅に向 け 、 循

環型社会推進課に現職警察官 1 名 を配置 、

鳥取 、 倉吉、 米子の 3 保健所に警察官O B

(廃棄物適正処理推進指導員) を非常勤 と

して各 1 名 を配置する と と も に 、 不法投棄

パ ト ロ ール車を配備 し 、 不法投棄監視員等

と 連携を取 り なが ら 、 不法投棄等不適正処

理の早期発見及び不正行為者に対す る厳

格な対応に努め 、 適正処理の推進を図 る 。

ク 廃 自 動車保管条例の施行

平成 1 3 年 1 0 月 か ら施行 した ｢鳥取県

廃 自 動車等の適正な保管の確保に関する

条例｣ 及び同施行規則基づき 、 保管基準に

沿っ て 、 適正保管を指導 してい く 。 ま た 、

県 内 の不法投棄多発現場に監視カ メ ラ 等

を設置 し不法投棄防止を強化する 。

ケ 産業廃棄物適正処理に係る啓発

産業廃棄物の適正処理を推進す る た め 、

(社) 鳥取県産業廃棄物協会等関係機関 と

協力 して 、 事業者、 処理業者に対する各種

研修会 、 講習会 を開催する 。

ま た 、 環境美化促進月 間 ( 9 ~ 1 0 月 ) 、

不法投棄防止強化月 間 ( 1 0 月 ) 等 におい

て 、 市町村、 県民等に対する研修会の開催 、

各種広報活動等 、 産業廃棄物の適正処理の

推進に努め る 。 (循環型社会推進課)

0公共関与に よ る産業廃棄物処理の推進

公共 関 与事業 の 円 滑 な推進 を 図 る た め 、

(財) 鳥取県環境管理事業セ ン タ ーへの職員派

遣並びに 、 セ ン タ ー運営費等の無利子融資に よ

る セ ン タ ー支援を引 き続き行 う 。

(循環型社会推進課)

0産業廃棄物処理税条例の制定

産業廃棄物処理施設の設置促進の た め の施

策及び産業廃棄物の発生抑制 、 再生その他適正

な処理に 関す る施策に要する 費用 に充て る た

め 、 産業廃棄物処理税を創設する 。 (税務課)

○大気汚染の防止

大気汚染防止法)鳥取県公害防止条例 、 スパ

イ ク タ イ ヤ粉 じ んの発生の防止 に関する 法律

の適正な施行の た め の事業を実施す る こ と に

よ り 、 大気汚染防止 を図 る 。

ア 規 制

大気汚染防止法に基づ く ばい煙発生施

設 ( ボイ ラ ー等) 、 一般粉 じん発生施設 (鉱

物 ･ 土石の たい積場等) 、 特定粉 じん発生

施設 (石綿 に係 る切断機等) 、 鳥取県公害

防止条例に基づ く 粉 じん関係特定施設 (打

綿機等) に対 し規制を行 う と と も に 、 スパ

イ ク タ イ ヤ粉 じ んの発生の 防止 に 関す る

法律に基づ く 指定地域について法の適正

な運用 を図 る 。

イ 大気汚染状況の監視測定 (連続測定)

大気汚染防止法の規定に基づ く 環境基

準物質の常時監視測定等を実施する 。

(ァ ) 一般環境大気常時監視

測定局 3 局

鳥取市 (衛生研究所) 、 倉吉市 (倉吉

保健所) 、 米子市 (米子保健所)

･ 測定物質 : 二酸化いお う 、 一酸化炭素、

二酸化窒素 、 浮遊粒子状物質、 光化学

オキシダン ト 等

(イ ) 自 動車排出ガス濃度測定

測定局 3 局

鳥取市 (栄町交差点 、 丸 山交差点)

米子市 (米子市公会堂前)

測定物質 : 栄町交差点は 、 一酸化炭素、

窒素酸化物 の連続測定そ の他 2 地点

は一酸化炭素の月 1 回の測定

(ウ ) 有害大気汚染物質モニ タ リ ング調査

一般環境濃度測定 を鳥取市 (衛生研究

所) 、 倉吉市 (倉吉保健所) 、 米子市 (米

子保健所)

沿道濃度測定 を鳥取市 (栄町交差点)

測定物質 有害大気汚染物質の う ち 、

ダイ オキ シ ン類以外の 1 9 物質につ

いて濃度測定を月 1 回実施する 。
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表 3‐2 ダイ オキシ ン類以外の有害大気汚染物質
･ " △ べ、

(ェ) ダイ オキシン類凋査事業

鳥取市 (衛生研究所) 、 倉吉市 (倉吉保

健所) 、 米子市 (米子保健所) 、 境港市 (境

港市役所) において 、 ダイ オキシン類の濃

度測定を年 4 回 (春 夏 ･ 秋 ･ 冬) 実施す

る 。

(オ) 市街地での窒素酸化物汚染実態詞査

窒素酸化物の汚染実態把握調査 と し て 、

鳥取市 ( 1 0 地点) 倉吉市 ( 1 0 地点) 、
米子市 ( 1 0 地点) においてN o x 簡易サ

ンプラ ーに よ る 定点澗査を実施する 。

(力 ) 降下ばい じん等調査

県内市部を 中 心 に降下ばい じ ん量の測

定を実施する 。

･ 調査地点 鳥取市 、 倉吉市 、 米子市 、

境港市 、 日 吉津村 (環境政策踝)

0騒音の規制

環境基本法に基づ く 環境基準の地域指定や 、

騒音規制法に基づ く 規則地域の見直 し 、 追加指

定を行 う と と も に 、 自 動車騒音等の測定澗査を

行 う 。 (騒音規制法に基づ く 規制地域 4 市 2 町

1 村) ま た 、 騒音に係 る各種指導等を行 う 。

ア 騒音規制法及び鳥取県公害防止条例の

施行

法及び条例の施行に関 し 、 市町村を支援

する と と も に 、 適正な規制地域指定のた め

の検討を行 う 。

イ 自 動車騒音常時監視調査

騒音規制法第 1 8 条に基づき 自 動車騒

音の常時監視調査を実施する 。

ウ 航空機騒音調査

(ァ) 鳥取空港周辺航空機騒音凋査

( 3 地点 × 1 週間/回 × 2 回/年)

(イ ) 美保飛行場周辺航空機騒音調査

( 3 地点 × 1 週間/回 × 4 回/年)

( 1 地点 × 通年)

工 大規模小売店舗立地法に基づ く 届 出 に

係る指導等

事業者か 同法に基つ く 各種届 出 (小売店

舗の新装 、 時間延長等) を行 う 際に 、 当該

店舗か ら発生す る 騒音に係 る 事項につい

て指導 審査を行 う (環境政策課)

0振動の規制

振動規制法の施行について市町村を支援す

る 。 (規制地域 4 市 1 町)

振動規制法の施行

法の施行に関 し 、 市町村を支援する と と

も に 、 同法に基づ く 規制地域の見直 し 、 追

加指定を行 う 。 (環境政策課)

○悪臭の防止

悪臭防止法の施行について市町村を支援す

る と と も に 、 悪臭の排出実態を調査する 。

(規制地域 4 市 2 6 町 4 村)

ア 悪臭防止法の施行

法の施行に関 し 、 市町村を支援する と と

も に 、 同法に基づ く 規制地域の見直 し 、 追

加指定を行 う 。

イ 特定悪臭物質排出実態調査の実施

悪臭排出の地域特性、 悪臭苦 情の実態等

を踏ま え な が ら 規制 2 2 物質の排出実態

を鋼査する 。 (環境政策課)

【 3 水環境の保全 】

0水質汚濁の防止対策につ いて

水質汚濁防止法及び鳥取県公害防止条例の

適正な施行等のた めの事業を実施す る こ と に

よ り 、 水質汚濁防止 を図 る 。

ア 規 制

水質汚濁防止法に基づ く 特定事業場 (水

産食料品製造関係事業場な ど 2 , 4 2 5 事

業所) 、 鳥取県公害防止条例 に基づ く 汚水

関係特定事業場 (集団給食施設の調理施設 、

並びに鉄道業、 道路旅客運送業、 自 動車整

備業 、 ガ ソ リ ンス テーシ ョ ンの車両洗浄施

設を有する 7 2 4 事業場) に対 し 、 排水調

査、 改善指導等を行 う 。

イ 水質汚濁の監視、 測定

水質汚濁防止法の規定に基づき 、 水質測

定計画の作成、 環境基準項 目 の常時監視等

を実施する 。

(ァ) 水質測定計画の作成

水質測定を総合的かつ効果的に行 う

ため 、 水質測定計画を作成する 。

(イ ) 水質の測定、 調査及び公表

アク ノ ロニ ト カレ : 7 企 及び の ヒ△ ベンゼン

塩 ヒビニルモノマ- - ト ′ ク ロ ロエチレン ホルムアルデヒ ド

l
アヤ トアルギャ ド ･ テ ト ー ク ロ ロエ千レソ 1歌討ベンゾ ｢a 1 ピ レン ｢
ノ｣ Iノ"′一 I - 囲 ′ l ノ “ 【一′'“ t田園 ナ ′ ｣｢ 一 テラ ｢

　　　 　　　 　
リ ク ロ ロ ‘ ･ルム ニツケル ヒ△ : マンガン及びその化合物

ヒエチレン ヒ(及び の ヒ△ ‐ 六価クロム
, 1 2 一 ジク ロ ロエタン 1 3 一ブタジエン
ジク ロ ロメタン ベ ′ ′ ウム及びその化合物

※ダイオキシン類を除く
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○公共下水道推進基金造成事業

公共下水道普及率促進のため 、 市町村が単独

事業 と して行 う 管渠整備事業に対 して補助金

を交付する 。 (補助率 3 ~ 7 % )

(住宅環境課)

0流域下水道事業

天神川流域下水道の整備促進を図 る 。

(住宅環境課)

0既設の単独処理浄化槽か ら 合併処理浄化槽

への転換の推進

浄化槽法の改正に よ り 平成 1 3 年 4 月 か ら 、

浄化槽を新設す る場合は 、 原則合併処理浄化槽

を設置する こ と と さ れたが 、 すでに設置 されて

い る 単独処理浄化槽について 、 合併処理浄化槽

へ転換 して も ら う よ う 広報等を通 じて働き か

け を行 う 。 (住宅環境課)

○河川環境整備事業

湖山池 、 東郷池の水質浄化対策 と し て 、 公共

下水道の整備に よ る 汚濁負荷の削減 と 併せて 、

本事業に よ り 底泥を除去 し 、 水環境の改善を図

る 。 (河川砂防課)

0土壌環境対策推進事業

砂丘畑での硝酸性窒素流亡実態を把握 し 、

窒素負荷低減技術を確立する と と も に 、 水

田 での温室効果ガス の動態把握を行 う 。

有機物施用の栽培基準を設定 し 、 農家への

普及を図 る 。

表 3‐3 水質測定計画に係る調査地点 、 回数

圈
河川 水系

水系

水系

7 地 点

5 地貞

5 地点

年 1 2 回

年 1 2 回

年 1 2 回

鋼招

海域

二級河川

都市河川

湖 山池

流入河川

湖沼

海域

地下水

4 地 点

4 地点

8 地点

8 地 点

8 地点

9 地点

3 地点

3 地貞

3 地点

3 地 点

3 地頁

3 地点

3 地 友

5 地点

5 地点

5 地 汽

1 地貞

5 地点

3 地 点

7 1 地点

年 1 2 回

年 1 2 回

年 1 2 回

年 4 回

年 3 回

年 2 ~ 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 4 回

年 1 2 回

年 1 2 回

年 1 2 回

年 2 回

年 2 ~ 6 回

年 4 回

シーズ ン前及ひ中 。十 2 回

年 1 ~ 2 回

(環境政策課)

土壌診断の実施に よ り 適正な施肥指導を

行 う 。 (農政課)

0農業集落排水整備等

農業用用排水の水質保全、 農業用用排水施設

の機能維持 と 併せて農村生活環境の改善及び

公共用水域の水質保全に寄与する た め 、 農業集

落におけ る し尿 、 生活雑排水等の汚水を処理す

る施設及び雨水排水施設を整備する 。 なお 、 市

町村が行 う も の にあた っ て は 、 その経費の一部

を市町村総合給付金で補助す る (補助率 7 ~

9 % 十特認) (住宅環境課)

0漁業集落環境整備事業

市町村が行 う 漁業集落環境整備事業の次の

事業について 、 そ の経費の一部を助成する 。

･ 補助対象事業 漁業集落道整備 、 水産飲雑

用水施設整備、 集落排水施設整備、 防災安

全施設 (住宅環境課、 空港港湾課)

0 ダイ オキ シ ン類調査事業 (水質 ･ 底質 )

ダイ オキ シ ン類対策特別措置法第 2 6 条に

基づき 、 公共用水域の水質 ･ 底質及び地下水の

調査を実施する 。 (環境政策課)

0生活排水対策の推進

米子》鳥取両市が策定 した ｢生活排水対策推

進計画｣ に基づき 実施す る各種施策に対 し 、 助

言を行 う 。 (環境政策課)

0 中海水質浄化対策推進事業

中海の水質保全を図 る た め 、 平成 1 1 年度に

第 3 期 ｢ 中海に係 る湖沼水質保全計画｣ (計画

期間 ･ 平成 1 1 年度~ 1 5 年度) を策定 した。

こ の計画に基づき 、 浄化対策を総合的 、 計画的

に推進する 。 (環境政策課)

○湖山池水質浄化対策推進事業

湖山池の水質保全を図 る た め 、 平成 1 3 年度

に第 2 期 ｢湖 山池水質管理計画｣ (計画期間 :

平成 1 3 ~平成 2 2 年度) を策定 した。 こ の計

画に基づき 、 浄化対策を総合的 、 計画的に推進

する 。 (環境政策課)

0湖山池水質浄化技術実証検討事業

民間技術公開試験や衛生研究所の研究で蓄

積 し た生物等 を利用 し た水質浄化技術の成果

を 、 湖山池の水質浄化に役立て る た め 、 平成 1

4 年度か ら 3 年間の計画で、 水 田や水路を用い

た実。正規模での水質浄化試験を行 う 。

(環境政策課)
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0 ゴル フ場使用農薬水質調査

ゴルフ場で使用 さ れ る 農薬に よ る 水質汚濁

を未然に防止する観点か ら 、 県内各 ゴルフ場の

排出水に含まれる農薬の水質凋査を実施 し 、 農

薬の流出実態を把握する と と も に 、 ゴルフ場に

対する適切な指導、 改善等に資する 。

(環境政策課)

0水道水源監視指導事業

将来にわた る水道水の安全性の確保のた め 、

｢鳥取県水道水質管理計画減こ基づき 水道事業

者が実施する ｢監視項 目 ｣ の検査結果を集計 し 、

全県的な検出状況の取 り ま と め を行い 水道事

業者の水道水質管理の資料 と する 。

(環境政策課)

0みんな で支 え る給水事業

広域的な応急給水体制の確立を図 る ため 、 水

道事業者が購入する給水車 ポ リ 容器等に県費

助成を行 う 。 (環境政策課)

【 4 土壌 ･ 地盤環境の保全 】

0埋設農薬安全処理対策

未回収箇所周辺の水質調査等を実施 し 、 安全

対策を推進する 。 (生産振興課)

0 旧岩美鉱山 ･ 旧大宝鉱山鉱害防止事業

旧岩美鉱山及び 旧大宝鉱山 の鉱害を防止す

る ため 、 流出する坑廃水 (銅 、 鉄等を含む酸性

水) の 中和処理等を行 う (環境政策課)

0 ダイ オキ シ ン類調査事業 ( 土壌 )

県 内全域にお け る ダイ オキ シ ン類の環境汚

染状況を把握する ため 、 土壌の調査を実施する 。

(環境政策課)

【 5 環境汚染化学物質の適正管理 】

0環境汚染化学物質対策の推進

庁内関係部局に よ る ｢環境汚染化学物質対策

連絡会議｣ に よ り 、 ダイ オキシン 、 内分泌撹乱

化学物質 (いわ ゆ る環境ホルモ ン) 等の有害化

学物質に係る環境汚染防止対策を推進する 。

(環境政策課)

0環境ホルモ ン汚染実態調査

県内全域にお け る環境ホルモン ( 2 3 物質)

の環境汚染状況を把握する た め 、 水質 ･ 底質の

凋査を実施する 。

水質調査 県内 2 2 地点 年 1 回

(環境政策課)

0 ダイ オキ シ ン類調査事業 (再掲 )

ダイ オキ シ ン類対策特別措置法第 2 6 条に

基づき 、 県内 におけ る 大気 ･ 土壌 ･ 水質 ･ 底質

の調査を実施する 。

･ 大気澗査 県内 4 地点 年 4 回

土壌調査 県内 2 6 地点 年 1 回

水質調査 県内 3 1 地点 年 1 回

底質錮査 県内 1 8 地点 年 1 回

(環境政策課)

0住ま いづ く り 2 1 推進事業 ( シ ッ ク ハウス ･

環境共生住宅の研修 、 住生活 ビ ジ ョ ンの普

及)

新 しい時代に対応 した鳥取県の住宅及び住

生活の さ ま ざま提案を行 う 住生活 ビジ ョ ン の

中で 、 シ ッ ク ハ ウ ス対策及び環境共生の向上を

推進 し 、 住宅建設資材か ら発生する化学物質に

よ る健康への影響や、 地球規模での環境問題に

対する エネルギー 、 省資源、 リ サイ ク ル、 家庭

廃棄物対策な どの観点か ら 、 人や環境への悪影

響を無 く し 、 周辺の環境 と 詞和 した住み心地の

良い住ま いづ く り を進め る た め に 、 消費者及び

住宅生産者に普及 啓発の研修会を行 う 。

(住宅環境課)

し弱 猪即 "環環ま間慰霊窿“業務檻9騨h 湖圏

【 1 環境関連技術の開発 】

0県内研究機関連携推進事業

公設試験研究機関 が相互に連携 して本県独

自 の技術開発に努め 、 合同研究発表会を行 う こ

と に よ り 、 大学、 高専、 公設試験場な どの研究

成果を県内企業に波及 させ、 新技術 ･ 新製品開

発の促進に努め る 。 (産業開発課)

0環境関連技術開発の推進事業

産業技術セ ン タ ーにおいて 、 県内の 中小企業

が取組む こ と のでき る 、 環境関連技術の開発

普及に努め る 。

【 平成 1 4 年度研究内容 】

① 環境に優 し い高温高圧水 を利用 し た新

規材料の製造方法

② 高分子系廃棄物 の ケ ミ カ ル リ サイ ク ル

技術の開発 と 高機能化に関する研究

③ K P の化学物質に よ る S P 代替パルプ

の開発
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表 3‐4 支援内容

く と っ と り 新産業創造支援事業 、 中小企業経営革新支援事業〉

くや る気の あ る企業支援事業)

④ 光触媒 リ サイ ク ルパネルを用 いた高度

排水処理シス テ ム の開発

⑤ 廃棄物利用 の た め の有用微生物の検索

と 活用 (産業開発課)

【 2 環境関連産業の育成 ･ 振興 】

0環境産業育成支援資金融資の実施

県内において 、 廃棄物処理業者等が行 う 県の

循環型社会の構築に 向 け た施策の推進に資す

る施設 設備の整備に対 して融資を行 う 。

(循環型社会推進課)

0 リ サイ ク ル技術共同研究助成事業

本県にお け る リ サイ ク ル技術の高度化を図

る ため 、 県内に所在する企業等が 、 県内外の大

学等 と 共同 し て行 う 研究開発 に対 し て助成を

行 う 。 (循環型社会推進課)

0 と っ と り 新産業創造支援事業

中小企業の廃棄物処理 リ サイ クル技術、 環

境保全技術に 関す る 技術開発等の取組み を促

進する た め 、 研究に必要な経費に対 して補助す

る 。 (産業開発課)

0中小企業経営革新支援事業

中小企業が廃棄物処理 ･ リ サイ ク ル技術 ･ 環

境保全技術に関す る新たな分野へ進出 し 、 新製

品 開発 、 販路開拓の取 り 組みを行 う ため に必要

な経費に対 して補助する 。

(産業開発課)

0や る気の ある企業支援事業

中小企業の廃棄物処理 ･ リ サイ ク ル技術 ･ 環

境保全技術に関す る 基礎研究経費か ら販路開

拓経費ま で一貫 した支援を行 う

(産業開発課)

○創造的中小企業育成支援事業

創造的な事業活動を行 う 中小企業者に対 し 、

(財) 鳥取県産業振興機構を通 じて直接金融 、

間接金融に よ る支援事業を行 う

(産業開発課)

対 象 者 県内に事務所又は事業所を有する 中小企業者

原材料費 、 構築物費 、 機械装置、 工具器具費、 外注加工費等

補助率等 総事業費の 3 分の 2 以内の額

独 自 技術開発型企業育成補助金 ･ 1 0 0 万円
　　 　 　 　 　　 　 　 　

独 自 技術開発型企業育成補助金 ･ 1 0 0 万円

創造技術研究開発費等補助金 (創造枠) : 3 , 0 0 0 万円 (法認定要)

〃 ( も のづ く り 枠) ･ 5 0 0 万 円

中小企業経営革新事業費補助金 1 3 0 0 万円 (法承認要)

対 象 者 県内 に事務所又は事務所を有する 中小企業者

‐ 謝金、 旅費 、 原材料費、 構築物費 、 機会装置、 外注加工費等

補助率等 総事業費の 2 分の 1 以内の額

･ 5 0 0 万円

･ 事業期間は 2 年間

創造法の認定、 経営革新法の承認が必要
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第 2 章 自然 と 人間 と の共生の確保

環境保全機能の確保

【 1 森林の環境保全機能の確保 】

0保安林整備管理事業

保安林の指定、 解除並びに保安林の適正管理

に努め る 。

･ 保安林の指定及び解除

保安林の適正管理 (森林保全課)

0造林事業

森林生産力及び森林の有す る 公益的機能の

増強を図 る た め 、 森林整備を行 う 。

･ 人工造林及び保育

･ 天然林施業 (森林保全課)

0森林計画樹立事業

森林施業を計画的に実施する ため 、 県内民有

林の森林資源及び伐採 ･ 造林等の実施状況を調

査 し 、 流域単位で地域森林計画の樹立及び変更

を行 う 。 (林政踝)

0治山事業

森林の維持造成を通 じて 、 山地災害の未然防

止を図 る ため 、 荒廃地、 山地災害危険地区等の

整備を推進する と と も に 、 森林の有する公益的

機能を高度に発揮 させ る ため 、 保安林の機能強

化を図 る 。 (河川砂防課)

0森林保全管理事業

保安林の管理 、 林野火災の予防のた め 、 森林

保全巡視指導員等 を配置 し て巡視を行 う と と

も に 、 地域住民の啓発指導を行 う 。

･ 保安林の管理

林野火災の防止 、 山地災害の 情報収集

(森林保全課)

0森林病害虫の防除

松 く い虫等の防除について 、 森林病害虫等防

除法に基づき 、 地域住民の意向 を尊重する と と

も に情報公開 に努め 、 各種防除処置等を総合的

に実施 し 、 被害の低減を図 る 。

ま た 、 松 く い 虫防除に係 る空中散布農薬の飛

散状況 (大気 中濃度) を調査 し 、 その結果等を

専門家に よ り 評価する 。 ま た 、 得 られた結果は 、

今後 の よ り 適正な空 中散布の計画作成に資す

る 。 (環境政策課、 森林保全課)

0間伐材搬出促進事業

健全な森林の育成、 資源の有効利用 のた め に

は 、 間伐の推進、 間伐材の搬出促進が必要であ

り 、 ｢鳥取県緊急間伐 5 ヶ 年計画｣ の実行を確

実な も の と する た め 、 間伐材の生産 ･ 流通経費

に対する 助成を行 う 。 (林政課)

0県産材活用促進事業

生産 ･ 加工 ･ 流通の各段階において県産材で

あ る こ と を 。正明す る制度を整備 し 、 県産材の需

要拡大を促進する

ま た 、 県森林組合連合会等の広域団体を 中心

と して 、 木材供給者 、 設計者、 大工 ･ 工務店の

連携を促進する こ と に よ り 、 県産材を活用 した

住宅の建設等を促進する 。

さ ら に 、 県産材を活用 した学校間連施設等を

整備 し 、 木材の 良 さ の普及啓発を行 う 。

(林政課)

0高林齢間伐促進事業

森林の有す る 水源涵養や山地災害の防止機

能を確保する た め 、 間伐が遅れ、 下流域への影

響が危惧 される森林について 、 間伐 ･ 枝打ち を

実施する 。 (森林保全課)

○枯松伐採促進事業

鳥取県枯松伐採促進条例の も と 、 枯松の 自 己

伐採を促進 し 、 美観の維持及び県民の安全を図

る 。 (森林保全課)

0間伐材利用推進事業

間伐が必要な森林や間伐が手遅れ と な っ て

い る 地域で 、 市町村 と森林所有者 と が協定を締

結 し間伐を進め る ほか、 路網や機械を整備 し間

伐木の搬出 を促進する 。 (森林保全踝)

○美 し く 快適な環境整備事業

集落周辺 、 道路沿線等の森林において 、 災害

の未然防止のた め 、 除伐 、 間伐 、 枝打ち危険木

の処理等の森林整備を行い 、 安全で安心 して生

活でき る 住環境を整備する 。 (森林保全課)

0水源かん養税 (仮称 ) の検討

森林の有す る 公益的な機能を県民みんなで

守 り 育て る意識を醸成する と と も に 、 森林の荒

廃を防止 し健全な育成を図 る ため 、 水源かん養

税 (仮称) の創設について検討を行 う 。

(税務課)
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【 2 農地の環境保全機能の確保 】

0農薬適正使用推進対策事業

農薬の適正使用 について啓発活動を行 う と

と も に 、 残留調査や販売業者への指導等を行 う

(生産振興課)

0農村総合整備事業

農業生産基盤 と 農村におけ る 生活環境条件

を計画的かつ一体的 に整備す る こ と に よ り 生

産性の高い農業の育成 と 活力 あ る農村を建設

する事業を行 う 。 旧村及び全町を対象 と する市

町村型 と 、 生活圏が同一な数集落を対象 と す る

集落環境型があ る 。 (耕地課)

0農地を守る直接支払事業

中 山 間地域の農地の持つ多面的機能の維持

確保を図 る ため 、 耕作放棄地の増加が懸念 さ れ

る地域において 、 農業者等が行 う 農業生産活動

及び多面的機能を増進す る 活動 に対 して直接

支払い を行 う 。 (経営支援課)

0山村振興農林漁業対策事業

山村等の 中 山 間地域の振興を一層促進す る

ため 、 地域の 自 主性、 創意工夫の発揮を通 じて 、

山村等の多面的機能の強化に よ る 地域の活性

化 と 定住の促進のため に必要な事業を行 う 。

(企画振興課)

○中 山間地域総合整備事業

自 然的 、 経済的 、 社会的に恵まれない中 山間

地域において 、 それぞれの地域の実情にそっ た

農業の展開方法を探 り 、 農業生産基盤 と農村生

活環境基盤を総合的に実施 し 、 活性化を図 る と

と も に 、 地域におけ る 定住化の促進、 国土、 環

境の保全等に資する こ と を 目 的 と する 。

(耕地課)

0農地を守る集落営農組織育成事業

中 山間地域において 、 耕作放棄地の発生を防

止する た め 、 兼業農家や高齢農家を 中心に集落

ぐ る みで営農に取組む組織を農地を守 る 担い

手 と して育成する な ど 農地保全活動の支援を

行 う 。 (経営支援県)

0単県農業農村整備事業

農業に積極的に取 り 組む農業者を支援す る

ため 、 国庫補助基準に満たない小規模な農業生

産基盤の整備及び生活環境の整備を行 う 。

(耕地課)

0ふる さ と のせせ ら ぎ ･ あぜ道保全事業

中 山間地域の土地改良施設の有する 国土 ･ 環

境保全等の公益的な機能の 良好な発揮 と こ れ

ら の施設 と 一体的 に保全す る 必要が あ る 農地

を集落共同活動等 を通 じ て地域全体の整備保

全を推進す る こ と に よ り 中 山 間地域の活性化

を図 る 。 (企画振興課)

0農地防災事業

農用地及び農業用施設の 自 然災害の発生を

未然に防止 し 、 農業生産の維持及び農業経営の

安定を図 り 併せて国土及び環境の保全を行 う

(耕地課)

0植物防疫総合対策事業

病害虫の発生予察に基づき 、 適切な防除対策

を実施する と と も に 、 予防方法、 防除方法の確

立を図 る 。 (生産振興課)

0農山村ふる里活性化支援事業

農 山村地域に あ る 棚 田 等の地域資源を活用

した保全活動及び体験交流活動 の実践に よ る

地域の活性化を支援する 。 (企画振興課)

0欄田地域等保全整備事業

今後 と も 農業 を継続す る 意欲の あ る 地域に

おいて 、 営農の継続を通 じた棚 田地域等の多角

的機能の維持を図 る た め 、 棚 田 地域等の実情を

踏ま え 、 棚 田地域等保全計画の策定、 農業生産

基盤や棚 田保全活動施設の整備等を行 う 。

(耕地課)

○環境にや さ し い農業総合推進事業

土づ く り を基本に農薬や化学肥料に依存 し

ない環境 と 詞和 した農業を総合的に推進 し 、 有

機農産物 、 特別栽培農産物 と い っ た環境 と 凋和

した安全、 高品質な農産物の生産を促進する 。

ま た 、 家畜排泄物等の適正な処理に よ り 、 家畜

排泄物に起因する環境問題の防止 を図 る 。

(農政課)

【 3 都市地域の 自然環境の確保 】

道路や住宅、 公園等で適切な緑や 自 然の保全

を図 る と と も に 、 都市周辺部の里山等の保全を

図 る 。

0都市公園事業

布勢総合運動公園 ス ポーツ施設改修

東郷湖羽合臨海公園 南谷地区整備 、 メ ダ

カ池拡充 (都市計画課)
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【 4 水辺 (河川 、 渓流、 砂浜、 沿岸域等)

の環境の保全 】

0河川改修事業

洪水 に よ る 被害 を軽減す る こ と で人々 が安

心 して暮 らせる よ う 、 河川改修の促進に努め る 。

･ 平成 1 4 年度事業箇所 塩見川 、 由 良川 、

加茂川等 (河川砂防踝)

0河川維持修繕事業

河床に堆積 した土砂を取 り 除き 、 河床や河岸

に繁茂 した雑木 水草等の除去を行い 、 河川 の

機能維持に努め る 。 (河川砂防課)

0海岸保全事業

海浜部に護岸 、 突堤 、 離岸堤 、 人工 リ ー フ等

を施工 し 、 波浪等に よ る海岸の侵食を防止する 。

平成 1 4 年度事業箇所 福部海岸、 湯山海

岸等 (河川砂防課)

0海岸侵食対策事業

波浪等に よ る海岸の侵食を防捜 し 、 も っ て国

土保全をす る と と も に背後の地域住民の財産

等を保全する 。

･ 平成 1 4 年度事業箇所 赤碕港海岸 (人橋

地区) 、 泊漁港海岸 、 羽合漁港海岸 、 田 後

港海岸 (空港港湾課)

0海岸環境整備事業

海岸の侵食を防止する と と も に 、 良好な砂浜、

沿岸域の環境 と そ こ に生息す る 野生生物の保

全に努め 、 憩いの場 と してふ さ わ しい海浜 と し

て整備する 。

･ 平成 1 4 年度事業箇所 大栄海岸

国土保全 と 凋和 の と れた親水性の あ る 海岸

空間 を創出する た め 、 離岸堤(潜堤)及び遊歩道

の整備促進を図 る 。

平成 1 4 年度事業箇所

鳥取港海岸 、 網代漁港海岸

(河川砂防課、 空港港湾課)

0砂防事業

渓流の侵食、 土石流の流下防止を図 り 、 下流

域の安全を確保する と と も に 、 渓流の 良好な環

境を保全する 。

･ 平成 1 4 年度事業箇所 山上川 、 田 曽谷川 、

鍛冶屋谷川 、 柳谷川等 (河川砂防課)

○水環境整備事業

農業利用施設の保全管理又は整備 と 一体に

施設の有す る 水辺空間 を利用 し た生活環境の

整備あ る いは 、 農業水利施設の持つ地域用水機

能を支 え る 組織 と そ の活動 を支援 し な が ら機

能増進のための整備を行 う (耕地課)

0ため池等整備事業

農地、 農業用施設等の災害を未然に防 ぐた め 、

た め池等整備補強を行 う 。 (耕地課)

0機場環境改善調査事業

海藻の減少等 、 磯場の荒廃要因 を検討 し 、 ア

ラ メ (大型多年性海藻) の移植等に よ る磯場再

生技術を開発する 。 ま た 、 効果的な藻場造成手

法を確立する た め 、 試験構造物の設置を行 う

(空港港湾課)

物多様性の確保

【 1 ｢貴重な 自然｣ と ｢身近な 自然｣

の保全 】

( 1 ) ｢貴重な 自然｣ の保全

｢ 自 然公園法｣ 、 ｢鳥取県立 自 然公園条例｣ 、

｢鳥取県 自 然環境保全条例｣ 等に基づき 、 生態

系 の核 と し て の貴重な 自 然環境を維持 し て い

く と と も に 、 保護管理や学術研究、 自 然体験 ･

学習等の 自 然ふれあいの場 と しての利用 な ど

必要な条件整備を図 る 。

ア 自 然公園

(ァ) 自 然公園の保護管理

自 然公園 について は 、 ｢ 自 然公園法｣

及び ｢鳥取県立 自 然公園条例｣ に基づき 、

行為 の許認可等 に係 る 指導や現地の巡

回指導に よ っ て 、 その適切な保護管理を

図 る 。

(イ ) 鳥取砂丘の景観保全

鳥取砂丘において は、 ｢鳥取砂丘景観

保全事業計画｣ (平成 1 3 ~ 1 5 年度) に

基づき 、 県 ･ 鳥取市 ネ富部村 ･ 環境省か

ら構成する ｢鳥取砂丘景観保全協議会｣

が主体 と な り 、 景観保全に必要な除草や

除間伐をモ ニ タ リ ン グ調査 を行い な が

ら 実施する と と も に 、 風向 ･ 風速調査 、

ボー リ ン グ調査な ど砂丘の景観保全の

ための調査を継続 して実施する 。

ま た 、 新たに集積 した砂を風上側の侵

食箇所に移動 し 、 その堆積状況の追跡澗

査を行 う 。 さ ら に 、 除草等に係 る ボラ ン

テ ィ ア の導入について研究する 。

( ウ ) 大 山 の頂上保全

大山 においては 、 ｢大 山の頂上を保護
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する会｣ を は じ め多 く の人々 と 関係機関

が一体 と な っ て大 山頂上の植生復元 と

崩壊防止に係 る 対応を実施 して き た。 そ

の結果 、 徐々 に植生が回復 しつつ あ る 。

今後 、 そ の成果を継続的に保つた め 、 平

成 1 4 年度 も ｢大 山 の頂上 を保護す る

会｣ の活動に協力 してい く こ と と し てい

る 。

は) 自 然公園の環境美化

自 然公園 内の主要利用地において は 、

利用者に よ る 空 き 缶等廃棄物が各所で

問題 と な っ てい る ため 、 自 然公園の環境

美化について普及啓発を行 う と と も に 、

自 然公園財団の美化清掃活動 に対 し て

助成を行 う 。

ま た 、 自 然保護関係団体 ･ 地域住民 ･

関係行政機関等が一体 と な っ た美化活

動 と して 、 大山地域において は春 と 秋の

各 1 回 、 山陰海岸地域において は春 と 秋

の各 1 回 と 8 月 の 第 1 日 曜 日 に実施す

る 。

イ 県 自 然環境保全地域

｢鳥取県 自 然環境保全条例｣ に基づ く 県

自 然環境保全地域について 、 新た に 1 地域

の追加指定を行 う と と も に 、 こ れに係 る制

札板 ( 1 基) の設置等、 保全のための啓発

を行 う 。

ウ 貴重な ビオ ト ー プの保全 ･ 再生

希少な野生動植物が生息 ･ 生育す る森

林 ･ 草原 ･ 湿地等の ｢貴重な ビオ ト ープ｣

の保全 ･ 再生を図 る た め 、 こ れに取組む地

域団体等 を支援す る 事業 ( ビオ ト ープ保

全 ･ 再生事業) を実施する 。

工 貴重な 自 然地域の学術調査

貴重な 自 然が残 されてい る三国 山 、 高鉢

山 、 高 山 、 鷲峰山 な ど西因幡か ら 三朝町東

部 に かけ て の 山岳地域を 中 心 と す る 一帯

の 自 然環境について 、 学術的調査を行 う 。

(環境政策課)

0みんなの大切な 自然公園 (国定 ･ 県立 ) 監視

指導事業

国定公園及び県立 自 然公園内において 、 自 然

公園監視員を設置 し 、 野生植物の違法採取の監

視、 歩道等公園利用施設の管理状況の巡視等を

行 う 。 (景観 自 然課)

( 2 ) ｢身近な 自然｣ の保全 ･ 再生

農村や市街地な どの ｢身近な 自 然｣ について

は 、 開発等に よ る 自 然への影響を極力少な く す

る と と も に 、 本来身近にい る 野生動植物の生

息 ･ 生育の保全 と その適正な管理を図 り な が ら 、

生物生息空間の保全 ･ 創出 に努め る必要が あ る 。

こ のため 、 メ ダカ ･ ホ タル ･ カ ブ ト ム シ等の

身近な生き も の が棲む 自 然環境づ く り に取組

む地域住民団体等を支援する事業 ( ｢ ビオ ト ー

プ保全 ･ 再生事業｣ ) を 引 き続き 実施する 。

(環境政策課)

【 2 生物多様性の確保 と野生生物の

保護管理 】

0 自 然環境保全基礎調査

生物の多様性は 、 人間の生存基盤であ る 自 然

生態系 を健全に保持 し 、 生物資源の持続可能な

利用 を図 る上で重要であ る た め 、 自 然環境保全

基礎調査(環境省委託調査) の一環 と して 、 生物

多様性凋査 ( 中 大型哺乳類) を 引 き続き 実施

する 。 (環境政策課)

0希少野生動植物の保護

希少野生動植物の保護及びその生息 ･ 生育す

る 自 然生態系の保全を 目 的 と した ｢鳥取県希少

野生動植物 の保護 に 関す る 条例 ｣ に基づ く 、

｢希少野生動植物保護基本方針｣ を策定する と

と も に 、 ｢特定希少野生動植物 ｣ の指定を行 う 。

ま た 、 ｢保護管理事業計画｣ の策定及び ｢ 自 然

生態系保全地域｣ の指定に係る調査を実施する 。

(環境政策課)

○全国野鳥保護のつ どい開催事業

｢第 5 7 回愛鳥週間全国野鳥保護のつ どい｣

の開催を通 じて 、 人間 と 野鳥が共生でき る豊か

な 自 然環境を守 り 、 育み 、 次の世代に継承する

こ と の重要性について県民の理解を深め る 準

備をする 。

開催期 日 平成 1 5 年 5 月 1 1 日 ( 日 )

開催場所 . 大山国体広場 (大山町大山 )

(森林保全課)

0 ｢オオタ カ の棲む森｣ (仮称) づ く り 事業

県が取得 し た 旧 大 山 ビ レ ッ ジ計画地におい

て 、 オオタ カ な どの野鳥が生息 しやすい環境づ

く り を行 う た めの森林整備を行 う と と も に 、 野

鳥観察会等 を実施す る こ と で 自 然 と のふれあ

いの場を提供する 。 (景観 自 然課)
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